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■■審査請求人 ■
処分庁仙台市青葉福祉事務所長

審査識人IB坪成24年n月■日付けで提起した生活保護法第63条の規定による費用返還決
6

定処分に係る審査請求について，次のとおり裁決する。

主 ・ 文 ・
仙台市青葉福祉津務所長力坪成２４年８月１７日付けH２４青保護第４８５号で審査請求人に対してした
生活保護法第６３条の規定による費用返還決定処分を取り消すも

０
理 ． ． 由 ・

第１審査請求の趣旨及び理由
１審査請求の趣旨
仙台市青葉福祉事務所長（以下I処分庁」という｡）が,平成２４年８月１７日付けH２４青保護第
485号で審査請求人ロ｜(以下儲求人｣という｡)に対してした生活保護法(昭和25年法律
第１４４号｡以下｢法jという｡)第６３条の規定による費用返還決定処分(以下旧本件処分｣という｡）
の恥肖しを求めるものである。
２審査請求の理由
（ﾕ)跡■集､月■日に蕊し産■醸醒全町[嘩釦という｡)について,仙台
市青葉福祉事務所(以下｢福祉事務所｣という｡)の当時の担当職員は何も言ってこなかつたにもかか
わら説現在の担当職員になり，２年以上経過した現在になって本件処分が行われるのは納得できな
い。

（２）軸■年０月■日に受領した■■年金の遡及分(以下｢遡及年金｣という｡)に
、ついて,返還するために所持していた斌処分庁から何の返却案がないため生活費に使用してしま
い,１年以上経過した現在になって本件処分力垳われるは納得できない。

（３）現在生活保護を受給しているため,IIの返還はできない。

○

第２認定事実及〔畔Ｉ断.
１認定事実
請求入から提出された審査請求書,反論書及び添付書鐵tびに処分庁から提出された弁明書及び添付

書類によれば次の事実力認められる｡
（１）言誠人は,平成２２年３月４日に処分庁に対し,生活保護の相談を行ったこと。その際，処分
庁 は , 請 求 人 が ■ ■ ｌ
■していることを確認したこと。(2)請求人は平成■年８月■日に処分庁に対し,生活保護申請の意思を示したため,処分庁



今

は,生活保護申請書を交付し，返戻金について確認するよう助言したこと。
(3)請求人は,平成■年ﾛ月■日に,処分庁に対し,法による保護申請を行ったこと。
(4)処分庁は請求人に対し,平成■年■月■日を保護の開始時期とする生活保護の開始決定
を行ったこと。

(5)処分庁は,平成■年■月■日に,各生命保険会社に対し,請求人に係る法第29条に基づ
く資産調査(生命保険）を依頼したこと。

(6)処分庁は,平成■年■月■日に請求人宅で請求人と面接したこと｡ｹーｽ記録票
には,当該面接において,処分庁カミ請求人に対し,生命保険に加入している場合は給付金や割
戻金等については返還してもらうよう説明した旨が記録されていること。
(7)拠分庁は,平成■年■月酢に福祉事蕊所において請求人と面接したこと｡ｹーｽ記録票に

』

は,当該面接記録において,請求人から fあった旨が記録
されていること -． * ●

､

⑧平成■年■月■日付けで 】ら処分庁に資産調査の
成■年■月■日,請回答があり，処分庁は請求人名義の ○れ平成

(9)

(Ⅲ処分庁は,平成■p年■月■日畷求人毛で請求人と面接し,■■■■■し,返戻金も
受領したことを確認し;収入申告の義務を説明の上,当該返還金については処分庁に返還する必
要があるかもしれない旨を伝えたこと。…：
('')処分庁は,平成■年ﾛ月■日付けで， こ対し,.請求人
に係る法第２９条に基づく資産調査を依頼したこと。

('2)請求人は,平成■年■月■日に,福祉事務所を訪れ,年金振込通知書の写しを提出したこ
と｡そのことにより,処分庁は請求人の■|■■■■年金の受給開始が決定され平成■年■
月に遡及年金■■p円を受領することを把握し,当該遡及年金については,処分庁にI返

．‘､還する必要がある旨伝えたこと｡

○(13）処分庁は
づく調査の回

9条に基
たことを

確認したこと６
('4)処分庁I主平成■年砂■日に請求人宅で請求人と面接し,同日付けで返戻金及び遡及
年金についての収入申告書ｳ醍出されたこと｡．．

(15）処分庁は
える額であ

-ス診断会議を開催し，返戻金のうち８，０００円を超

ぴ遡及年金■■■■■■■を合計した額である
〕いて,法第６３条に基づき返還を求めることを決定した■■■■■■■に相当する保護費について,法第63条に基づき返還を求めることを決定し

こと。
(16）処分庁は,平成２４年８月１７日付けで，請求人に対し，本件処分を行ったこと。
(17)請求人は’本件処分を不服として,平成24年■月■日付けで本件審査請求を行ったこと。

２判断
｡

(1)法第４条第１項では．｢保護は,生活に困窮する者が,その利用し得る資産,能力その他あらゆ
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るものを，その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と,、
法第６３条ではI被保護者ｶﾐ急迫の場合等において資力があるにもかかわらず;保護を受けたと
きは,保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して,すみやかに,その受けた保護金、
品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない｣と規定
されている。また生活保護手帳別冊問答集(以下‘｢問答集｣という｡）問１３-５では,法第６
３条は本来資力があるカミこれ力埴ちに最低生活のために活用できない事情にある場合に，と
りあえず促護を行い,資力が換金されるなど最低生活に充当できるようになった段階で,既に支給
した保護金品との調整を図ろうとするものであり,原則として当該資力を限度として支給した保護
金品の全額を返還すべきであるとされている。さらに,法第６１条では,被保護者に,収入,支出
その他生計の状況について変動があった場合の届出義務を課している｡、

(2)生命保険の取扱いについては，「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」
(昭和３８年４月１日付け社保第34号厚生省社会局保護課長通知。(以下畷張通知という｡）
第３問１１で睦保護申請時において保険に力叺しており,解約すれば返戻金力溌生する場合の保
険の取扱いとして｢保険の解約返戻金は資産として活用させるのが原則である｡ただし,返戻金
・が少額であり，かつ,保険料額が当該地域の一般世帯との均衡を失しない場合に限り,保護適用後

保険金又は解約返戻金を受領した時点で法第６３条を適用することを条件に解約させないで保護
を適用して差し支えない｡」とされている。また,問答集間３-２４では「解約返戻金は味Ｉ用し
得る資産｣であることには疑問の余地はないから,保険金等を受領した時点で所定の額を返還すべ
きもの」であるとされている。

(3)次に，遡及年金の取扱いについては，問答集問１３-６では，費用返還請求の対象となる資力
の発生時点について,障害基礎年金等が裁定請求の遅れ等によって遡及して支給されることとな
った場合には，年金裁定権は年金支給事由が生じた日に当然に発生していたものとされこの
場合,年金受給権が生じた日から法第６３条の返還額決定の対象となる資力力溌生したものとし
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て取り扱うこととなるとされている。さらに,資力の発生時点が保護の開始前となる場合でも，
‘返還額決定の対象を開始時期以降の支払月と対応する遡及分の年金額に限定することのないよう
．留意するこことされている。

（４）前述（１）から（３）を踏まえれば畑j庁力＄返戻金及び遡及年金を請求人が受領したもの
として，返戻金及び遡及年金の合計額を限度としてそれまでに請求人力授けた保護費について法
第６３条の規定による費用返還請求の対象をなると判断したことについては誤りは認められな
い｡

（５）請求人は,返戻金については受領してから２年以上,､遡及年金については受領してから１年以
上経過した現在になって本件処分が適用されるのは納得できないと主張する。
・課長通知第８の問５５では,「収入に関する申告の時期及び回数については実施機関において

就労可能と判断される者には就労に伴う収入の有無にかかわらず原則として毎月，実施機関に
おいて就労困難と判断される者には,少なくとも'2箇月ごとに行わせること｣及び｢保護の決
定実施に必要がある場合は，その都度申告を行わせること」とされており，また，「生活保護に
よる保護の実施要領についてj(昭和38年４月１日付け社発第2･46号厚生省社会局長通知。
以下「局長通知」という｡)第１，２-１では，「世帯の状況に変化があると認められる等訪問計画
以外に訪問すること力泌要である場合には随時に訪問を行うこと。また，訪問計画は被保護者
の状況の変化等に応じて見直すこと」とされ,家庭訪問は｢少なくとも１年に２回以上訪問する
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こと｣とされている｡処分庁は,前記第２の１(8)のとおり,平成■年■月には,生命保険
が解約され，返戻金が支払われたことを把握していたにもかかわら哉ｹー ｽ記録票によると，
その後平成■年■月■日に返戻金と遡及年金に係る収入申告書を徴取するまでの間,収
入申告書を徴取しておら説また平成■年0月■日に保護に係る新艤擬査のために訪問して
から平成■年■月■日に訪問するまでの間,一度も訪問していないことが認められる｡さら
に,遡及年金についても,削記第２の１('2)のとおり,平成■年■月■日に請求人から
■■■■■年金の振込通知書の写しの提出を受けたにもかかわ誠平成■年■月■日
に請求人宅を訪問するまでの間,一度も訪問せ哉返還に係る手続を行っていないこと力潔めら
れる°処分庁が早期にこれらの事務処理を行っていればより早い時期に法第６３条の規定によ
る費用返還決定を行うことができた可能性があることは否定できない。しかしながら，ケース記
録票によれば請求人は返戻金を■■■こ充ててはいけないことを認識していたにもかか
わ誠■■■に充てたと述べ,また前記(')のとおり,法第６'条で被保護者に対する
収入があった場合の届出義務が規定されているにもかかわらず請求人は処分庁に届出を行って
いないこと力潔められ_このことも本棚ﾅが遅れた原因の一つになっていると考えられる。し
たがって,処分庁に適切でない事務腿があったことは認めるものの，そのことをもって本件処
′分が違法又は不当であると認めることはできない。

⑥処分庁は,平成■年■月■日にｹーｽ診断会議を開催し;返戻金■■■■■から｢生
活保護法による保護の実施要領について（昭和３６年４月１日厚生省発社第１２３号厚生事務次
官通知)第8-3(2)エ(ｲ)により8,000円控除した■̅■二こび遡及年金
１■■■■■■の合計■■■■■について費用返還決定金額として同年８月17日付けで
本件処分を行っている６
問答集問１３-５では法第６３条に基づく返進願の決定に当たっては，原則として最低生活
に充当できる資力を睦として支給した保護金品の全額を返還額とすべきとしながらも,｢保護金
品の全額を返還額とすることが当該世帯の自立を著しく阻害すると認められるような場合につい
ては，次の範囲においてそれぞれの額を本来の要返還額から控除して返還額を決定する取扱いと
して差し支えない」とされ｢次の範勵の「ｴＪとして，「当該世帯の自立更生のためのやむを得
ない用途にあてられたものであって，地域住民との均衡を考慮し，社会通念上容認される程度と
して実施機関力潔めた調とされている。

(7)また,平成18年１２月２１日大阪高等裁判所判決では,法第６３条に規定する返還させる金
額についての保護の実施機関の裁量については膣くの自由裁量というべきでなく，当該世常の
自立更生のためにやむを得ない用途に充てられたものかどうか,地域住民との均衡を考慮し,社
会通念上容認される程度であるかどうか，同条に規定する保護金品の全額を返還額とすることが
当該世帯の自立を著しく阻害するかどうかについては，保護実施機関の判断に合理性がなく，そ
・の判断について，裁量権の逸脱ないし濫用がある場合には違法というべき｣と判示している。

(8)前記（６）及び（７）を踏まえて本件についてみると，処分庁は,本件処分に係る費用返還決
定金額の決定に当たり,返戻金及び遡及年金がどのような用途に充てられたのか，全額返還によ
り請求人の自立を著しく阻害するか等について十分な調査及び検討が行われたものとは認められ
ない。したがって，これらの調査及び検討を行わずに，返戻金の一部及び遡及年金全額を返還額
とした本件処分は,その判断に合理性があるとは認めらｵ1説不当な処分であるといわざるを得
ない。

○
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(9)また，問答集８-２７では障害基礎年金受給のため，自費で診断書を作成した場合の取扱い
について,次官通知第８の３（２）ア(ｲ）に示す｢受給資格の証明のために必要とした費用」
として,交通費,郵便料等も含めその診断書作成に要した費用を控除すべきであるとされており，
本件においては,遡及年金について,少なくともこれらの控除すべき費用を確認の上,当該金額
を収入として認定しなけれI塊らないところ,遡及年金の全額を収入として認定していることが
認められる。このことからも,本件処分は,その額の決定について妥当性を欠いているといわざ
るを得ない。

第３結論
以上のとおり，本件処分は不当な処分であり，行跡服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第４０条・
第３項の規定により，主文のとおり裁決する６．
なおj処分庁は,前記第２の２（８）及び(9)を踏まえ必要な調査を行い，再度ケース診断会議を実施．

（ｊ
〆》』

／ｆ、、
した_上で,費用返還額を決定し法第６３条の適用について判断すべきである。

平成２４年１２月２８日 ､宮城県知事村井

この裁決書の謄本は,･原本と相違ないことを証明しますも

、

平成 年 月 日

○
宮城県 知 事 村 井 嘉 浩
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